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１　施策の目的と指標
① 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）数字は記入しない

ア
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エ
② 意図（対象をどう変えるのか） ④ 成果指標（意図の達成度の指標）数字は記入しない

３ 総事業費・指標等の実績推移と目標値
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目標値

成果指標

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

国立市市民意識調査において、子どもの成長に関して悩みや不安を抱えており、身近に相談相手
がいないと回答した保護者の割合を現状の半数近くまで減少させることを目標としました。

体系 具体的な取組内容

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

おとなになることを支える

子育てのネットワーク

国立市市民意識調査において、「子育てしやすい環境が整っていると考えている」と回答した市民
の割合を、市民の3人に2人の水準まで引き上げることを目標としました。

 基本計画における
施策の目標設定の根拠

乳幼児・学童の保育制度を整備します。ひとり親家庭への支援を行います。しょうがいのある子どもを
育てる家庭への支援を行います。外国籍の子どもを育てる家庭への支援を行います。子育ての地域
化に向けた情報の整備を行います。子どもが安心して園・学校へ行ける体制の整備を行います。子育
てに配慮した住環境等の整備を行います。地域での支援者となる保育・教育関係者の研修を行いま
す。公共施設・遊び場の整備と利用の推進をします。

子どもの権利を尊重します。子ども自身の参画への支援を行います。

子どもたちが育つ環境整備を推進します。乳幼児、小学生、中学生、高校生への支援を行います。学
生、勤労青年への支援を行います。経済的支援及び医療助成を行います。幼児教育・学校教育との
連携を図ります。

母子保健をはじめとした子ども家庭支援ネットワークの整備・充実を図ります。子育ち・子育てに関す
る学習機会・交流・相談・情報提供を行います。

子どもと子育て家庭を地域
で支える

子ども参加の推進

・子どもをもつ世帯
・１８歳までの子ども

・地域の中で子育てをしている
・子育ての自覚を持ち自立している
・心身ともに健やかに育つ

名称
子どもを持つ世帯数

１８歳までの子ども

名称

ア

イ

エ

オ

子育てのしやすい環境が整っていると思う市民の割
合

児童虐待新規発生件数

子どもの成長に関して悩みや不安を抱えており、身
近に相談相手がいない保護者の割合

－１枚目－



４　施策の現状

５　27年度の評価結果
（1） 施策の取組状況

(1) 施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか？

(2) この施策に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？

27年度行政経営方針 取組状況

１．子ども・子育て支援新制度対応事業
平成 27（2015）年度より実施される「子ども・子育て支援新制
度」について、平成26（2014）年度中の「子ども・子育て支援事
業計画」に基づいて、スムーズに運営できる体制を整備する。
また、新しい子ども総合計画の策定に取り組んでいくなかで、
時代に即した施策を総合的に検討し、より良い子育て支援体制
の構築を目指すとともに、これからのまちづくりを支える次世代
の育成を図っていく。
２．子どもの居場所づくり事業
児童福祉法の改正により、学童保育の対象年齢が小学 6 年生
までに拡大されたことをよい契機として、児童の放課後の居場
所を、整理し、より充実させる。これにより、保護者も子どもたち
も、安心して放課後を過ごせるようにし、健全な育成を支援して
いく。
３．ＲＨグローバル人材育成基金活用事業
国立市 RH グローバル人材育成基金について、平成 26
（2014）年度における基金活用検討委員会の報告を踏まえ、社
会のグローバル化に対応した人材の育成に寄与できる新規事
業を本格的に実施する。
４．ひきこもり対策事業
市内のひきこもりの実態を的確に把握したうえで、近隣他市や
NPO 法人、都などと連携して広域的な施策展開を図る。
また、公民館で実践が進んでいる「自立に課題を抱える若者へ
の社会参加支援事業」で得られた情報や課題をフィードバック
し、真に求められている支援策の立案と展開を行う。同時に、児
童青少年課を中心とし、公民館やしょうがいしゃ支援課、教育
指導支援課等の庁内部署間の連携を強化し、一体となって若
者の自立を支援する体制をつくり出していく。

１．第三次国立市子ども総合計画は平成28年3月に策定され
た。計画に示された取組みに着手した。
２．学童については、学童保育整備検討部会を立ち上げ、本町
学童の増設工事について検討を行い、実施を決定した。（平成
28年度に着工予定）
一方、学童と補完関係にあるほうかごキッズについては、拡充を
検討した。今後は、学童の対象年齢拡大に伴って、受け入れ体
制の検討を開始するとともに、ほうかごキッズと学童の関係性に
ついてさらなる検討を行っていく。
３．基金活用事業として、青少年海外派遣事業、青少年国内交
流事業を行った。
また海外体験活動としてグローバルカフェを開催した。
４．「若年者を対象とした就労や自立等に関する基礎調査」を行
い、市内の状況を確認した。
今後、調査結果の検証を行い、相談については専門機関へつ
なぐなどの具体的な対応を行う。
また職員、民生委員などを対象とした研修を企画していく。
５．乳幼児を連れて安心して外出できる環境を整備するするた
め「赤ちゃん・ふらっと」を１４か所整備した。
６．子育て情報を多様なチャンネルで発信するため、母親が編
集委員となり、子育て応援アプリを配信、くにたちお散歩ブック
を発行した。
７．こども医療費助成の拡充を行った。
８．保育園民営化の考え方と方法について保育審議会に諮問
を行った。
９．いきいき地域保健師活動事業の一環として、私立幼稚園及
び公立保育園に保健師が出向き、保護者を対象に育児講話を
実施した。
10．私立・公立保育園合同園長会を実施した。

平成25年8月に子ども子育て関連の法律が改正され、子ども・子育て支援法に基づき、子ども子育て支援事業計画を平成26年
度に策定し、平成27年度より子ども子育て支援新制度がスタートした。
平成27年度に「第三次国立市子ども総合計画」及び「国立市放課後子ども総合プラン」を策定した。
平成25年度に既設保育園の耐震対策はほぼ終了し、児童の安全を確保することができた。
平成25年4月より発達支援室を設置し、近年増加している発達に課題がある児童の相談・支援を開始した。また通所事業を平成
26年度より開始した。
各地で発生した居住実態が把握できない児童の死亡事例をきっかけとして、居住実態が把握できない児童の全国実態調査が
行われた。
第三次子ども総合計画の取組み推進が求められる。
子どもの貧困対策について、貧困の定義、支援の在り方について検討が求められている。
平成27年度に厚生労働省の検討部会において、B型肝炎ワクチンの定期接種について提言がなされ、平成28年10月からの実
施が予定されている。

住民と議会から、「学童保育所・児童館の増設・拡充をして欲しい。」との要望がある。
保育事業について、待機児解消をしてほしいと要望がある。
放課後キッズの実施日数を増やして欲しいとの要望がある。
私立幼稚園等園児保護者補助金増額の強い要望がある。
住民と議会から、子ども医療費助成の（義務教育年齢）所得制限撤廃の要望がある。
保護者から、保育園・学童保育所について、安心安全カメラ（防犯カメラ）の設置についての要望がある。（要確認）
（妊娠前を含む）子ども子育て総合相談窓口の創設について要望がある。
引きこもり支援については、相談機会の充実や体制の構築等について要望がある。
子どもの貧困に関する施策推進について要望がある。
発達に課題がある子どもとその保護者への支援の拡充について要望がある。

－２枚目－



.
①成果指標目標値達成度（目標値と実績値との比較）

成果指標ア 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

成果指標イ 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

成果指標ウ 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

成果指標エ 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

成果指標オ 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

成果指標カ 【 】

27年度目標値を達成 未達成 → （ 26年度実績値と比較し成果向上・維持 26年度実績値と比較し成果低下）

② 時系列比較（過去3ヶ年の比較） A（かなり向上）～E（かなり低下）

③ 他自治体との成果実績値の比較 A（かなり高い）～E（かなり低い）

※背景として考えられること

(3) 施策の全体総括（成果実績やコスト、見直しを要する事務事業等）

６　施策の課題・今後の方向性
・第三次子ども総合計画・放課後子ども総合プラン行動計画の取組を進める。
・平成27年度から実施された子ども・子育て支援新制度に基づいて、新たな子育て支援体制の実施・構築を行う。また、待機児
の解消も同時に目指していく。
・児童虐待防止・早期発見のためネットワーク支援による取組の強化に向け、関係機関との情報共有や連携をさらに深めることが
必要である。
・親や子ども自身が抱えている課題解決に向けた支援への取組みの更なる充実を図る。
・発達支援室の通所事業の常設化・拡大や、相談機能との一体化が課題である。
・ひきこもり等の問題を抱える若者の相談・支援する体制構築を検討する必要がある。
・妊娠前から子育て期の切れ目ない支援を包括的に行うワンストップ支援体制として、子ども・子育て総合相談窓口の創設を検
討する必要がある。
・今後、「すくすく子どもプロジェクト」より提出される報告書をもとに「次世代育成」を核としたまちづくりの具体的かつ効果的な方
策を着実に推進していく必要がある。

・認証保育所の認可化、市立保育園の定員増を行い、待機児解消に努めた。
平成27年度に「第三次国立市子ども総合計画」及び「国立市放課後子ども総合プラン」を策定した。
平成27年度、認定こども園に必要な施設改修費等について支援し、平成28年4月に幼保連携型認定こども園が開設した。
平成27年度に中央線高架下スペースに新規認可保育所開設に向けた補助等の支援を行い、平成28年4月に認可保育所が開
園した。
平成27年度に国立市独自のアプリ「くにたち子育て応援アプリ」の配信を開始し、新たな子育て支援情報の提供を行った。
・ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんワクチン接種については平成25年４月から、水痘ワクチン接種については平成26年10月か
ら法定化され、無料となった。
・放課後キッズの登録数及び利用人数が依然高い割合になっている。
・育児支援サポーター派遣事業の利用期間・回数を拡大した。
・発達支援室において通所事業を拡充した。
・常設プレーパークの設置事業として、毎週日曜日にプレーパークを開催した。
・平成26年度より青少年育英基金事業として子ども広島派遣平和事業を実施している。また、平成27年度からはRHグローバル人
材育成基金を活用しグローバル人材育成事業の一環として、海外短期派遣事業を実施した。
・平成26年度より、ひきこもり等の若者の支援として児童青少年課において東京都のひきこもりサポートネット事業につなげる窓
口となった。また、市内の実態を把握することで庁内連携体制の整備、相談体制の確立などの政策形成につなげるべく、基礎的
調査を実施した。
・児童虐待については、早期発見および啓発活動等を推進した。

①ア　学童保育所全員入所の状況が継続しているが、保育所の待機児数は依然、旧定義119人で推移している。
（H27.4.1現在）
　イ　26年度に比べてやや減少したが、児童虐待に関する関心は高まっており、通告が増加したことにより認定件数は
依然多くなっている。
　ウ　カンガルー広場や子育てひろば等の事業を継続しており、26年度に比べ数値はやや改善したものの、相談に抵
抗を感じる保護者は依然多くなってきていると考えられる。
②平成27年度としては、成果が低下した項目と成果が向上した項目があり、全体としては横ばいといえる。次年度に向
けて意欲的な取り組みを行っているため、横ばい状態とした。
③市民の求める水準も高いが、市としての施策は、他市よりも高い水準の事業展開と考えられる。

子育てのしやすい環境が整っていると思う市民の割合

児童虐待新規発生件数

子どもの成長に関して悩みや不安を抱えており、身近に相談相手がいない保護者の割合

C:成果はほとんど変わらない（横ばい状態）

B:他自治体と比べてどちらかと言えば高い成果水準である

－２枚目－


